
個人情報の第三者への提供に対する「黙示の同意」について 

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者（以下、当組合を含む。）は、あらかじめ本

人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。一方、厚

生労働省のガイダンスでは保険給付等のために必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等

にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ること

が必ずしも被保険者等にとって合理的ではないものについては、あらかじめ公表し、被保

険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得ら

れたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその

趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出くださ

い。  

1. 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。 

2. 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。 

3. 医療費通知を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること。 

4. ジェネリック通知を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること。 

5. 給付決定のお知らせ（保険給付金決定通知書）を世帯単位にまとめて被保険者に送

付すること。 

6. 重症化予防事業の取り組みにおいて「生活習慣病関連項目（血圧・脂質・血糖な

ど）」の検査数値およびリスク保有者、医療機関受診有無を事業主と共有するこ

と。（詳細なレセプト情報（病歴・治療内容等）は含まない。） 
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